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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを取得する画像データ取得装置と、
　観察対象者との距離に関するデータを測定するレーダー装置と、
　移動できる領域および移動できない領域を明確にできる地図に関するマッピングデータ
を取得するマッピングデータ取得装置と、
　前記画像データ取得装置、前記レーダー装置、及び、前記マッピングデータ取得装置に
接続され、前記画像データ取得装置により取得される画像データ、前記レーダー装置によ
り取得される観察対象者との距離に関するデータ、及び、前記マッピングデータ取得装置
により取得される地図に関するマッピングデータを処理する情報処理装置と、
　前記画像データ取得装置、前記レーダー装置、及び、前記マッピングデータ取得装置を
支持する支持部材と、
　前記支持部材、前記画像データ取得装置、前記レーダー装置、及び、前記マッピングデ
ータ取得装置を移動させるための移動装置と、を備える自律移動ロボットであって、
　前記情報処理装置は、前記レーダー装置により取得される観察対象者との距離に関する
データに基づいて観察対象者の呼吸又は脈拍に関するデータを取得し、
　前記マッピングデータにより取得された地図に関するマッピングデータに基づき、前記
移動装置が前記観察対象者から所定の距離を保って移動する前記移動装置の移動量を算出
し、
　前記情報処理装置が算出した移動量に応じて前記移動装置が移動する、自律移動ロボッ
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ト。
【請求項２】
　前記画像データ取得装置が取得した画像データから観測対象者の複数の体の部位の領域
を抽出し、当該抽出した観察対象者の複数の部位の位置関係に基づき観察対象状態データ
を作成することを特徴とする請求項１に記載の自律移動ロボット。
【請求項３】
　前記マッピングデータ取得装置がレーザーセンサーを有することを特徴とする請求項１
に記載の自律移動ロボット。
【請求項４】
　前記地図に関するマッピングデータが自己の位置データ及び観察対象者の位置データを
含むことを特徴とする請求項１に記載の自律移動ロボット。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自律移動ロボット及びバイタルサインモニタリング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自律移動ロボットは、状況に応じ自ら判断し移動し所定の動作を行うことのできるロボ
ットである。自律移動ロボットの公知の技術として、下記非特許文献２に、在宅環境で、
高齢者又は運動機能障害者を追従し、小型カメラを用いて運動計測を行い、更には計測し
たデータにより行動を認識しようとする技術が開示されている。
【０００３】
　なお下記非特許文献２には、マイクロ波レーダーと熱画像センサーを用いて、静止して
いる被計測者の脈拍、呼吸及び体表面を取得し、それらのデータを分析することで観察対
象の感染や健康状態を把握する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｎｅｖｒｅｓ　Ｉｍａｍｏｇｌｕ、Ｍｙａｇｍａｒｂａｙｅｒ　Ｎｅｒ
ｇｕｉ、Ｙｕｋｉ　Ｙｏｓｈｉｄａ、Ｊｏｓｅ　Ｇｏｎｚａｌｅｚ、Ｗｅｎｗｅｉ　Ｙｕ
；Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ　ａｎｄ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｆｉｌｔｅｒ　
ｆｏｒ　ｒｇｂ－ｄ　ｂａｓｅｄ　ｈｕｍａｎ　ｓｕｂｊｅｃｔ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａ
ｎｄ　ｂｅｈａｖｉｏｒ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ｂｙ　ａ　ｂｉｏ－ｍｏｎｉｔｏｒ
ｉｎｇ　ｍｏｂｉｌｅ　ｒｏｂｏｔ，Ｌｅｃｔｕｒｅ　Ｎｏｔｅｓ　ｉｎ　Ｃｏｍｐｕｔ
ｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｓｕｂｓｅｒｉｅｓ　Ｌｅｃｔｕｒｅ　Ｎ
ｏｔｅｓ　ｉｎ　Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｌｅｃｔ
ｕｒｅ　Ｎｏｔｅｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ）．２０１３；８１０２　Ｌ
ＮＡＩ（ＰＡＲＴ１）：３１８－３２９
【非特許文献２】Ｓｕｎ　Ｇ、Ｈａｋｏｚａｋｉ　Ｙ、Ａｂｅ　Ｓ、Ｖｉｎｈ　ＮＱ、Ｍ
ａｔｓｕｉ　Ｔ．Ａ　ｎｏｖｅｌ　ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ　ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ　ｍｅｔｈ
ｏｄ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ａｎｄ　ｋ－ｍｅａｎｓ　ｃｌ
ｕｓｔｅｒｉｎｇ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ　ｗｉｃｈ　ｃａｎ　ｂｅ　ａｐｐｌｉｅｄ　ｆ
ｏｒ　ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ　ｏｆ　ｕｎｋｎｏｗｎ　ｏｒ　ｕｎｅｘｐｅｃｔｅｄ　ｉｎ
ｆｅｃｔｅｄ　ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ　ｄｉｓｅａｓｅ．Ｊ　Ｉｎｆｅｃｔ．２０１２　
Ｄｅｃ；６５（６）：５９１－２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記非特許文献１に記載の技術では、生命・健康状態を直接にとらえる
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ことのできる脈拍、呼吸の計測能力において課題がある。
【０００６】
　また、上記非特許文献２に記載の技術では、センサーシステムが固定位置に設定されて
おり、被計測者が熱画像センサー及びマイクロ波レーダーのスペックに合わせて設定され
る位置に行って検査を受ける必要がある。このため、使用場面により、使用者にとって非
常に不便を生ずることとなるだけでなく、計測ができない場合もある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記課題を鑑み、自律移動型の非接触バイタルサインモニタリング
システムを可能とする自律移動ロボット及びバイタルサインモニタリング方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する本発明の一観点に係る自律移動ロボットは、画像データ取得装置と
、バイタルサインデータ取得装置と、マッピングデータ取得装置と、画像データ取得装置
、バイタルサインデータ取得装置、及び、マッピングデータ取得装置に接続され、画像デ
ータ取得装置により取得される画像データ、バイタルサインデータ取得装置により取得さ
れるバイタルサインデータ、及び、マッピングデータ取得装置により取得されるマッピン
グデータを処理する情報処理装置と、画像データ取得装置、バイタルサインデータ取得装
置、及び、マッピングデータ取得装置を支持する支持部材と、支持部材、画像データ取得
装置、バイタルサインデータ取得装置、及び、マッピングデータ取得装置を移動させるた
めの移動装置と、を備える。
【０００９】
　上記課題を解決する第二の観点に係るバイタルサインモニタリング方法は、バイタルサ
インデータから呼吸データ及び脈拍データの少なくともいずれかを作成し、画像データか
ら観察対象領域データを抽出し、マッピングデータ、及び、観察対象領域データにおける
深さデータに基づき経路データ及び移動量データを作成する。
【発明の効果】
【００１０】
　以上、本発明により、自律移動型の非接触バイタルサインモニタリングシステムを可能
とする自律移動ロボット及びバイタルサインモニタリング方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】自律移動ロボットの機能ブロックを示す図である。
【図２】自律移動ロボットの概略を示す図である。
【図３】画像データ取得装置により取得される画像データのイメージ図である。
【図４】画像データに深さデータを加えた画像データのイメージ図である。
【図５】バイタルサインデータ取得に関するイメージ図である。
【図６】レーザーセンサーにより取得されるマッピングデータのイメージ図である。
【図７】移動装置のイメージ図である。
【図８】観察対象領域のイメージ図である。
【図９】動作モードの判定のイメージ図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし本発
明は多くの異なる形態による実施が可能であり、以下に示す実施形態、実施例に記載の例
示にのみ限定されるわけではない。
【００１３】
（自律移動ロボット）
　図１は、本実施形態に係る自律移動ロボット（以下「本ロボット」という。）１の機能
ブロックを示す図であり、図２は本実施形態に係る自律移動ロボットの外観のイメージを
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示す図である。
【００１４】
　これらの図で示すように、本ロボット１は、画像データ取得装置２と、バイタルサイン
データ取得装置３と、マッピングデータ取得装置４と、画像データ取得装置２、バイタル
サインデータ取得装置３、及び、マッピングデータ取得装置４に接続され、画像データ取
得装置により取得される画像データ、バイタルサインデータ取得装置により取得されるバ
イタルサインデータ、及び、マッピングデータ取得装置により取得されるマッピングデー
タを処理する情報処理装置６と、画像データ取得装置２、バイタルサインデータ取得装置
３、及び、マッピングデータ取得装置４を支持する支持部材７と、支持部材７、画像デー
タ取得装置２、バイタルサインデータ取得装置３、及び、マッピングデータ取得装置４を
移動させるための移動装置８と、を備える。
【００１５】
　また、本実施形態において、本ロボット１は、必須ではないが好ましい形態として表面
温度データ取得装置５を備え、情報処理装置６は、表面温度データ取得装置により取得さ
れる表面温度データを処理することができる。
【００１６】
　本ロボット１において、画像データ取得装置２は、文字通り画像データを取得すること
のできる装置であり、周囲の情報を画像データとして取得し、情報処理装置６に出力する
ことができる。画像データ取得装置２の具体的な構造としては、上記の機能を有する限り
において限定されるわけではないが、撮像装置、いわゆるカメラを採用することができる
。またカメラの場合において、画像データは、所定の時間毎又は外部からの要求に応じて
適宜静止画像データを取得する構造としても良いが、時系列で連続的に画像データを取得
していくいわゆる動画像データであっても良い。本ロボット１では、画像データを取得す
ることで、画像データ内に存在する観察対象者領域に基づき観察対象者の動作・状態を確
認することができるようになる。なお、画像データのイメージ図について、例えば図３に
示しておく。
【００１７】
　また画像データ取得装置２は、支持部材７に直接固定されていてもよいが、画像データ
取得装置２の向き方向を変えることのできる回転部材に固定され回転可能となっているこ
とも好ましい一例である。回転部材に固定することで、自律的に又は外部からの指示に基
づき取得する画像データの撮像方向を調整することができるようになる。また、この点は
バイタルサインデータ取得装置３、表面温度データ取得装置５において同様である。
【００１８】
　また、本実施形態において、画像データ取得装置２によって取得される画像データには
深さデータが含まれる構成となっていることが好ましい。深さデータを含ませることで、
画像データから観察対象領域を抽出し、観察対象領域の深さデータを求め、その深さデー
タに基づき本ロボット１が移動すべき量である移動量データを作成し、移動することが可
能となる。なお、深さデータを含ませる構造として特に限定されるわけではないが、赤外
線等を利用した距離センサーを用いることが好ましい。なおこの深さデータを含む画像デ
ータのイメージ図を図４に示しておく。なお、本図は前図の画像に深さデータを加えたも
のである。
【００１９】
　また本ロボット１において、バイタルサインデータ取得装置３は、文字通りバイタルサ
インデータを取得することのできる装置である。ここで「バイタルサインデータ」は、観
察対象者の身体の状態に関するデータであって、例えば呼吸、脈拍、体温等のデータをい
う。また、本ロボット１において、バイタルサインデータは、観察対象者に密着した状態
ではなく、所定の距離だけ離れた状態において非接触でバイタルサインデータを計測する
ことのできる装置であることが好ましい。
【００２０】
　本ロボット１において、バイタルサインデータ取得装置３の構造については、上記の機
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能を有する限りにおいて限定されないが、非接触であるために、例えば、マイクロ波を観
察対象者の体に放出しその反射波を受信するマイクロ波レーダー装置であることは好まし
い一例である。この装置システムのイメージ図を図５に示しておく。マイクロ波レーダー
装置を用い、随時観察対象者との距離を測定することで、呼吸や脈拍に応じた胸部の周期
的な変動を正確に測定することができ、この変動を処理することで呼吸、脈拍等のデータ
を取得することができる。なお、本ロボット１において取得されたバイタルサインデータ
は、情報処理装置に出力され処理される。具体的な処理については後述する。
【００２１】
　また、本ロボット１においてマッピングデータ取得装置４は、文字通りマッピングデー
タを取得することのできる装置である。ここで「マッピングデータ」とは、地図に関する
データであり、より具体的には、本ロボット１の周囲において移動可能な領域、移動でき
ない領域（例えば障害物の領域）等に関する平面的な情報を含むデータをいう。
【００２２】
　本ロボット１におけるマッピングデータ取得装置４の構成としては、上記のとおり、本
ロボット１が移動できる領域を明確にできる地図に関するデータを取得することができる
限りにおいて限定されるわけではないが、例えばレーザー光を照射し、障害物等により反
射される光を計測することで障害物迄の距離を測定するいわゆるレーザーセンサーを用い
ることが好ましい。このレーザーセンサーにより取得されるマッピングデータのイメージ
図について図６に示しておく。なお図中、白抜きの部分が、ロボットの移動可能な領域を
表す。また、マッピングデータについては、レーザーセンサーにより取得される信号に基
づき作成されるが、予め記録媒体等にマップデータを備えさせることも可能である。また
、マッピングデータ取得装置４は、マッピングデータを取得後、適宜レーザーセンサーに
より取得される信号に基づき、作成したマッピングデータと照合し、本ロボット１の現在
の位置等を計算する。
【００２３】
　また、本ロボット１において、表面温度データ取得装置５は、表面温度データを取得す
ることのできる装置である。ここで「表面温度データ」とは、観察対象の表面温度に関す
るデータをいい、例えば観察対象が人である場合、当該観察対象者の体表面温度（体温）
をいい、物であれば、その観察対象物の表面温度をいう。観察対象が人である場合は、そ
の観察対象者が平熱の状態であるか、平熱以上の発熱している状態であるか等を把握する
ことができる。なお、表面温度データは、上記のとおりバイタルサインデータのひとつと
して取り扱うことができる。
【００２４】
　本ロボット１において、表面温度データ取得装置５の構成としては、上記の機能を有す
る限りにおいて限定されるわけではないが、例えば、いわゆるサーモグラフィを用いるこ
とができる。サーモグラフィを用いることで、物体が放出する赤外線量等を検知し、非接
触で物体の表面温度を求めることができるといった利点がある。
【００２５】
　また、本ロボット１において、情報処理装置６は、画像データ取得装置２、バイタルサ
インデータ取得装置３、マッピングデータ取得装置４、及び、表面温度データ取得装置５
に接続されており、画像データ、バイタルサインデータ、マッピングデータ、表面温度デ
ータの処理、更にこれらに基づき所定の処理を行うことができる装置である。
【００２６】
　情報処理装置６の構成は、上記の機能を有する限りにおいて限定されるわけではないが
、ハードディスク、メモリ等の記録媒体、中央演算装置（ＣＰＵ）、及び、これら各要素
を接続するバス等を含むいわゆるパーソナルコンピュータであることは好ましい一例であ
る。そして、上記所定の処理は、予めハードディスクに所定の処理を行うプログラムを格
納しておき、このプログラムを実行することで行わせることが可能となる。
【００２７】
　また本ロボット１において、支持部材７は、画像データ取得装置２、バイタルサインデ
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ータ取得装置３、マッピングデータ取得装置４、及び表面温度データ取得装置５を支持す
ることのできる部材である。この機能を有する限りにおいて限定されるわけではないが、
材質としては金属を用いることが好ましい。
【００２８】
　また本ロボット１において、移動装置８は、支持部材７が固定されており、上記画像デ
ータ取得装置２、バイタルサインデータ取得装置３、マッピングデータ取得装置４、及び
表面温度データ取得装置５を一体で移動させることのできる装置である。
【００２９】
　移動装置８の構成としては、移動ができる限りにおいて限定されるわけではないが、例
えば複数の車輪８１、この複数の車輪に接続される軸８２、この軸を回転させるモーター
８３、を備えた車輪移動装置であることが好ましい。車輪移動装の場合、車輪、軸、モー
ターを備えている限りにおいて構成は限定されるわけではないが、二つの車輪を左右対称
に設け、この車輪それぞれをモーターで別々に駆動することで、前進及び後進、旋回を自
由に行うことができるようになる。なおこのモーターの駆動についても、上記情報処理装
置を介した処理に基づく制御を受けていることが好ましい。なおこの場合の移動装置８の
イメージ図を図７に示しておく。また、車輪の数としては特に限定されるわけではないが
、安定的にロボット１の姿勢を維持するため、３以上の車輪を備えていることが好ましい
。
【００３０】
（バイタルサインモニタリング方法）
　次に、上記構成に基づき、本実施形態に係るバイタルサインをモニタリングする方法（
以下「本方法」という。）について説明する。
【００３１】
　まず本方法は、（１）バイタルサインデータから呼吸データ、脈拍データ、表面温度デ
ータの少なくともいずれかを作成し（Ｓ０１）、（２）画像データから観察対象領域デー
タを抽出し（Ｓ０２）、（３）マッピングデータ、及び、観察対象領域データにおける深
さデータに基づき経路データ及び移動量データを作成する（Ｓ０３）。なお本実施形態に
おいて、上記（１）、（２）は前後しても良い。
【００３２】
　本方法では、上記のとおり、（１）バイタルサインデータから呼吸データ、脈拍データ
、表面温度データの少なくともいずれかを作成する（Ｓ０１）。具体的には、上記のバイ
タルサインデータ取得装置３、表面温度データ取得装置５が取得したバイタルサインデー
タを情報処理装置に出力し、情報処理装置６によって呼吸データ、脈拍データ、表面温度
データの少なくともいずれかを作成する（Ｓ０１）。この方法は、上記処理を行うための
プログラムをハードディスク等の記録媒体に格納しておき、必要に応じて実行することで
実現することができる。
【００３３】
　呼吸データ、脈拍データについては、観察対象者の呼吸、脈拍の状態を把握することが
できる形態であればどのような表現であってもよく、例えば、横軸に時間、縦軸に振幅を
示すデータであってもよく、また、一定期間ごとに呼吸数又は脈拍数を表示するデータで
あっても良い。
【００３４】
　また、バイタルサインデータに表面温度データが含まれる場合、表面温度データを作成
しても良い。表面温度データについても、観察対象者の体表面温度を確認することができ
る限りにおいて限定されるわけではないが、例えば、測定位置における観察対象者の体表
面温度のみを一定時間ごとに表示させていくデータであることが好ましい。また、画像デ
ータから随時観察対象者の領域を抽出する処理を行っているのであれば、この領域の各画
素に、測定した値を色で表現して表示していくものとしても良い。
【００３５】
　また本実施形態では、画像データ取得装置から出力される画像データに基づき、（２）
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画像データから観察対象領域データを抽出する（Ｓ０２）。この領域の抽出方法としては
、特に限定されることなく公知の手法を採用することもできるが、画像データにおける色
データのみから抽出することとしてもよいが、赤外線センサーから出力される深さデータ
と画像データとを組み合わせ、画像データの色データ及び深さデータに基づき観察対象領
域データを抽出することが好ましい。このようにすることで、より精度よく観察対象領域
を抽出することができる。なお観察対象領域の抽出においては、後述の動作モード判定の
ため、さらに細かく体の部位を抽出しておくことが好ましい。この抽出された観察対象領
域のイメージ図について図８に示しておく。
【００３６】
　また、本実施形態では、画像データから観察対象領域データを抽出した後、観察対象者
の状態を判定するために観察対象状態データを作成する動作判定処理を行うことが好まし
い。例えば、観察対象者が立っている状態であるか、座っている状態であるか、屈んだ状
態であるか、歩いている状態であるか、寝ている状態であるか、倒れた状態であるか等を
確認する処理が好ましい。このようにすることで、観察対象者がどのような状態にあるの
かを確認し、必要に応じて適切な対応をとることができるようになる。この動作モードの
判定方法としては、特に限定されるわけではないが、画像データにおいて求めた観察対象
者の体の部位の位置関係を求め、この位置関係に基づきどの動作モードに一番近いかを判
定することでもとめることができる。この場合のイメージ図を図９に示しておく。また、
他の方法として、画像データに深さデータが含まれている場合、抽出された体の画像と深
さデータを囲む直方体を作成し、その直方体の縦横奥行きの寸法、上体と下体の直方体の
相対関係、対象の移動速度で判断することもできる。
【００３７】
　また本実施形態では、（３）マッピングデータ、及び、観察対象領域データにおける深
さデータに基づき経路データ及び移動量データを作成する（Ｓ０３）。
【００３８】
　本実施形態では、マッピングデータ取得装置４によって本ロボット１が移動可能な範囲
について把握することができるようになる。一方、本ロボット１は、マッピングデータ取
得装置４の取得するデータに基づき、自己が移動可能な範囲のどの位置にいるのかを把握
することができ、さらに、観察対象領域を抽出しその深さデータも利用することで観察対
象者がどの位置にあるのかも把握することができるようになる。すなわち、本ロボット１
が移動可能な範囲に関するマッピングデータ、自己の位置データ、観察対象者の位置デー
タをそれぞれ取得し、どのように移動することでもっとも効率よく又は安全に観察対象者
に近づくことができるのかを移動経路データとして作成することができる。
【００３９】
　そしてさらに本ロボットでは、この移動経路データに基づき、どの程度動く必要がある
かを移動量データとして作成し、移動装置８に出力する。この結果、本ロボット１は、現
在の位置から観察対象者の位置まで確実に移動することができるようになる。
【００４０】
　この場合において、本ロボット１の移動目標の位置は、観察対象者の実際の位置から所
定の距離を保つようにしておくことが好ましい。観察対象者の位置にあまりに近すぎると
観察対象者に不必要な圧迫感を与えてしまう虞がある一方、あまりに遠すぎるとバイタル
サインデータを取得することが困難になるといった虞がある。
【００４１】
　また本処理において、障害物によって観察対象者が画像に映らなくなった場合は、観察
対象者の位置を把握できた直前の時点を基準として、この基準点及び周囲を撮影すること
のできる他の位置まで経路データ及び移動量データを作成することが好ましい。このよう
な処理を行うことで、障害物によって観察対象者が画像に映らなくなった場合であっても
、改めて場所を変えることで、観察対象者の姿を捉えることができるようになる。
【００４２】
　本ロボット１は、以上の構成により、自律移動型の非接触バイタルサインモニタリング
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システムを可能とする自律移動ロボット及びバイタルサインモニタリング方法を提供する
ことができる。
【００４３】
　より具体的には、画像データ取得装置、バイタルサインデータ取得装置、マッピングデ
ータ取得装置を支持装置に固定し一体に保持するとともに、移動装置で移動可能となって
いるため、マッピングを行いながら、画像データ及びバイタルサインデータによって観察
対象者の状態を常に確認することができる。この結果、例えば、本ロボットを室内に居住
する高齢者を観察対象者とすることで、高齢者の動作状態、健康状態を常に観察すること
が可能となり、しかも、高齢者から常に一定の距離を置いて移動するため、過度の圧迫感
を与えることなく、また、移動の際に本ロボット自体が障害物となってしまうことを防止
することができる。
【００４４】
　さらに本ロボット１を用いることで、空港等において、外国からの帰国者又は来日者で
あって感染症に罹患した者の異常をいち早く発見することができ、感染症等の蔓延を防ぐ
ことができるようになる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、自律移動ロボット及びバイタルサインモニタリング方法として産業上の利用
可能性がある。

【図１】 【図２】
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